
大都市制度新たな について
今回のテーマ：特別区制度（いわゆる「大阪都構想」）への質問にお答えします ～特別区はどんな仕事をするの？～
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編集と発行／淀川区役所政策企画課　〒532-8501 大阪市淀川区十三東2-3-3

お知らせ・募集・施設だより ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5~7面
健診・各種相談コーナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8面
今月のイベントピックアップ！・・・・・・・・・・・・・・・・・19面
もと淀川区役所跡地等活用事業特集 ・・・・ 特集面
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もと淀川区役所跡地の開発計画が始動！
― 新淀川図書館を含む複合施設整備 ―

新型コロナウイルスの感染予防の継続をお願いします。
「咳エチケット」・「手洗いの励行」

「密閉・密集・密接を伴う行動を控える」
まだまだ、油断はできません！皆さんのご協力が必要です。

多くの人の流れとにぎわいを生む一大拠点をつくり、
十三の新しい都市ブランドを創り出していきます。

JUSO


